
マイナンバーカードの新規取得・更新の手続きをお手伝いします！
１　出張申請サポート 四A 四D
　写真撮影を行い、カード申請手続きができる出張申請窓口を開設しています。
　申請後、交付通知書（はがき）が届いたら、区役所でカードを受け取りください。
日3月7日（土）１１:００～１７:００　場住之江会館２階（南加賀屋３-１-２０）
日3月14日（土）、3月15日（日）１０:００～１６:００　場オスカードリーム１階（新北島１-２-１）
　また、他区の会場もご利用いただけます。
２　区役所や出張窓口に行くのが難しい方へ　訪問型出張申請受付 四A 四B
　５名以上集めていただき、コールセンターに予約されますと職員等が訪問してカードの
申請受付を行い、ご自宅にカードを送付します。また、カードを申請済みで区役所での受け
取りが困難な方もこのサービスを利用すればカードがご自宅に送付されます。
　利用できる期間は、３月１３日（金）までです。
更新の手続きの方は、有効期限通知書とマイナンバーカードをご持参ください。
詳しくは、Webサイト・コールセンター（☎050-3535-0200）でご確認ください。

詳しくは 
こちら

国民健康保険の資格取得及び喪失 
手続きについて
　退職などで会社などの健康保険をやめたとき
（扶養家族からはずれたとき）や、任意継続の期
間が満了したときなどは、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。
　また、国民健康保険に加入されている方が、就
職などで会社などの健康保険に加入したとき
（扶養家族になったとき）は、国民健康保険の資
格喪失手続きが必要です。
　国民健康保険の加入や資格喪失の手続きにつ
いては、いずれの場合も、必ず14日以内に区役
所で手続きを行ってください。（マイナ保険証
をお持ちの方も手続きが必要です。）
※なお、会社などの健康保険加入に
よる国民健康保険の資格喪失につい
ては、大阪市行政オンラインシステ
ムにおいても手続きができます。
問区窓口サービス課（保険年金）　窓口⑧番 

☎０６-６６８２-９９５６

障がいのある方等の交通乗車証及び
タクシー給付券の送付・交付について
　身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者・被爆
者健康手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持
ちの方、または特別児童扶養手当１級受給世帯
の方で、障がいのある方等の交通乗車証及びタ
クシー給付券の交付を受けられている方へ、令
和８年度分の交通乗車証及びタクシー給付券を
３月末日までに書留で送付します。事前に窓口
交付の登録をされている方へはお知らせを送付
します。
問区保健福祉課（福祉）　窓口③番 

☎06-6682-9857

固定資産（土地・家屋）の価格等に 
関する縦覧を行います
　土地または家屋の固定資産税の納税者の方は、
所有されている土地・家屋と同一区内の他の土
地・家屋の価格等が記載された「縦覧帳簿」を縦
覧できます。（資産のある区の縦覧帳簿に限り
ます。）
　縦覧の際は、本人確認ができるもの（マイナン
バーカード、運転免許証など）または納税通知書
を持参してください。代理人の場合は、代理権限
授与通知書、委任状などの委任の旨を証する書
類が必要です。
日４月１日（水）～４月30日（木）（土日祝日を除く）�
月曜～木曜９：00～17：30、金曜9：00～19：00

場資産のある区を担当する市税事務所
問あべの市税事務所  

固定資産税グループ�
☎06-4396-2957(土地)、 
☎06-4396-2958（家屋）�
I06-4396-2905

eLTAXにおける 
共通納税システムについて
　eLTAX（エルタックス）では、電子申告から電
子納税まで一連の手順で行うことができます。
また、eLTAXを利用することにより、複数の地
方公共団体へ一括して電子納税が可
能です。
※クレジットカードによる納付は、
納付金額に応じてシステム利用料が
発生します。
問財政局税務部収税課（収納管理グループ） 

☎06-6208-7783　I06-6202-6953

大阪市行政オン
ラインシステム

詳しくは 
こちら

詳しくは 
こちら

ネットで便利！大阪市税
　市税の納付について、スマートフォンなどからインターネットを利用した便利なサービスをご案内
します。

【Web口座振替受付サービス】
　大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマートフォン・タブレット端末からお申し
込みできます。対応金融機関などについては、大阪市HPからご確認ください。

【スマートフォンなどを利用した納付方法】
　各アプリを起動し、納付書表面に印字されたeL-QRを読み取ることで、スマートフォン
決済アプリ（各種Pay等）による納付ができます。また、地方税お支払サイトからクレジット
カードによる納付も可能です。※納付金額に応じてシステム利用料が発生します。
　利用可能なアプリ・納付方法の詳細・操作方法については、地方税お支払サイトからご確
認ください。

【「納期限のお知らせ」メール配信】
　大阪市メールマガジンに登録したパソコンや携帯電話に、大阪市税の納期限一週間前お
よび前日に納期限をメールにてお知らせします。納付のうっかり忘れを防止するためにも、
ぜひご登録ください。
問財政局税務部収税課（収納管理グループ） 

☎06-6208-7783　I06-6202-6953
詳しくは 
こちら

地方税
お支払サイト

HPは 
こちら

電動自転車は申告及びナンバー 
プレートの取り付けが必要です
　電動自転車（いわゆるペダル付き電動バイク
を含む）は、地方税法上、原動機付自転車に該当
します。
　所有者は、地方税法等に基づき、軽自動車税
（種別割）に係る申告を行うとともに、ナンバー
プレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に
取り付ける必要があります。
※電動アシスト自転車については、申告及びナ
ンバープレートの取り付けは不要です。

【申告及び交付場所】
市税事務所（船場法人市税事務所および同分室
を除く）の窓口
　申告方法については、大阪市のHP
をご覧ください。
問あべの市税事務所 軽自動車税担当 

☎06-4396-2954
HPは 
こちら

市民税･府民税の申告期限は 
３月16日（月）です
　窓口混雑緩和のため、市税事務所・区役所への
来所を控えていただき、送付またはオンライン
による申告をお願いします。なお、３月17日以降
の申告の場合は、税額の決定・通知や課税（所得）
証明書の発行時期などが遅れることがあります。

【窓口での申告に関するご注意】
• �混雑緩和のため、事前にご自宅等で申告書の
記載・作成をお願いします。
• �区役所臨時申告会場の受付時間は区役所開庁
時間と異なります。（月曜～金曜9：00～11：30、
13：00～16：00）
• �申告受付期間の最後の１週間や期
間中の午前９時台は混雑が予想さ
れます。
問あべの市税事務所個人市民税担当 

☎06-4396-2953
詳しくは 
こちら

【事業者向け】大阪産業技術研究所を
利用してみませんか？ 四A

　大阪産業技術研究所では、幅広い分野の専門
研究員が、ものづくり企業からの技術相談を来
所・電話・HPにてお受けしていま
す。
　製品の開発・改良、製造プロセス、
品質管理上の問題など、さまざま
なご質問や相談に対して、科学的
な観点から無料でアドバイスを
行います。
問大阪産業技術研究所  

森之宮センター　技術相談窓口�
☎06-6963-8181
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東京2025デフリンピックバスケッ
トボール女子で金メダル！！
　デフリンピックは、国際ろ
う者スポーツ委員会（ICSD）
の主催で4年に1度開催され
る、世界的な規模の聴覚障
がい者のための総合スポー
ツ競技会です。このたびの
ご活躍は、地域および障がい者スポーツの発展に
大いに貢献するものであり、顕著なご功績を称え、
区長から表彰をさせていただきました。
問区保健福祉課（福祉）　窓口③番 

☎０６-６６８２-９８５７
詳しくは 
こちら

4

（今月のお知らせ）日時・期間 場所 対象 定員 講師 内容 費用 持ち物 締切 申込み 問合せ Ｅメール その他

【住之江区の推計人口】116,722 人（男性 56,046 人／女性 60,676 人）【住之江区の世帯数】62,285 世帯（令和８年２月１日現在）


